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平成18年度 国土交通省住宅局関係予算概算要求概要

（抜粋）

Ⅲ．住宅市場等の整備・活性化

１．住宅市場等の整備

（２）安心して取引できる中古・リフォーム市場の整備

①住まいの安心確保のための地域ごとの相談体制等の整備

悪質リフォーム等の問題に対応し、消費者が安心して適切なリフォーム

を実施できるよう環境整備を図るため、各地域毎のきめ細かな相談体制等

の整備を支援する。

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

消 費 者

「リフォーム相談窓口」
（都道府県・市町村毎に設置）

「リフォーム相談窓口」
（都道府県・市町村毎に設置）

・相談マニュアル等相談用ツールの整備・提供

・相談窓口担当者向け研修の実施 等連携・支援

リフォーム相談


